
 

        

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

給食での食物アレルギー対応について 

アレルギーがあり、学校における配慮・管理が必要な方は、医師によって記入された学校生活管理指導表（アレル

ギー疾患用）等の提出が必要です。提出された資料を基に学校での対応を検討します。 

給食においては以下のとおり対応しています。ご不明点がありましたら、栄養士までお知らせください。 

（１） 除去食のみ（完全除去対応）の対応です。 

・ 除去食とは、献立からアレルギーの原因となる食品を除いて提供することです。 

・ 完全除去とは、加熱・非加熱・分量等に関わらず、アレルギーの原因食材を除いて提供することです。（例：牛

乳除去の場合は、飲用牛乳、調理用牛乳、乳の入ったパン等の製品を除去。） 

・ ただし、鶏卵は、加熱によりたんぱく質の変性が起こることでアレルギーを起こす力が弱くなるため、加熱と非

加熱で給食の対応有無を分けることとします。 

（２） 弁当の持参を依頼する場合もあります。 

アレルギー症状を引き起こす状態（ごく微量で症状が誘発される等）や、学校の設備とアレルギー対応人数な

どを踏まえ、安全な給食提供が困難と考えられる場合は弁当対応となる場合があります。左記以外でも除去食材

が主食や主菜の場合は弁当持参を依頼することもあります。 

（３） 毎月末、ご家庭において翌月のアレルギー対応の確認を依頼します。 

（４） 配慮や管理を継続する場合、年に１回必要書類の提出が必要です。 

アレルギー疾患は１年経過すると症状が緩和したり、悪化したり、または新規に発症することがあります。医師に

よって記入された学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）等の提出が必要です。 

（５） 除去対応の希望があっても、対応内容が決まるまでは給食対応はできません。 

必要書類を提出の上、学校と保護者の間で対応内容の確認がとれるまでは、給食対応は行いません。 

 日が暮れるのが早くなり、朝晩の冷え込みがいっそう厳しく感じられるようになりました。今年も残り１０

日ほどで終わろうとしています。冬を元気に過ごせるよう生活習慣を整えましょう。 

令和７年１２月１９日 

目黒区立上目黒小学校 

校 長 ・ 栄 養 士 
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＊今月の目標＊ 冬の健康に気を付けよう 


